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　「第３回潮来市地域福祉・障害者（児）計画策定に関する合
同会議」を経て了承された計画の素案については、市民の皆さ
まからいただいたご意見や本市の現状を踏まえ、誰もが笑顔で
暮らせる地域共生社会の実現のため、より良い計画策定に向け
取り組んでまいります。
　計画素案や合同会議議事録等につきましては、市ホームペー
ジに掲載しておりますのでご覧ください。

・本人
・配偶者※
・父母、祖父母など（直系尊属）
・子、孫など（直系卑属）
※�死亡した夫または妻の戸籍を配偶者が請求する場合、婚姻
後の戸籍のみ広域交付をご利用いただけます。

制度の詳細はこちらで確認できます。

法務省民事局

３月１日
から

令和６年

戸籍証明書

市区町村の窓口での

戸籍の証明書
の請求が便利
になります

結婚・相続などの行政手続や各種申請手続での負担が軽減
令和６年４月１日から相続登記の申請が義務化されます。
戸籍の新サービスを相続手続にも御利用ください。

どこでも

本籍地が遠くにある方でも、
最寄りの市区町村の窓口に
請求できます！

こ

こが
便利に

！

1 まとめて
ほしい戸籍の本籍地が全国
各地にあっても、１か所の市
区町村の窓口にまとめて請
求できます！

こ

こが
便利に

！
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どこでも   本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。
まとめて    ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
　　　　　�※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。

〇�上記の方が市区町村の窓口にお越しになって請求する必
要があります（郵送や代理人による請求は不可）。
○�窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書（運
転免許証、マイナンバーカードなど）の提示が必要です。

【お問合せ】市民課　市民グループ　☎63-1111　内線113

【お問合せ】社会福祉課　社会福祉グループ　☎63-1111　内線397

市区町村の窓口での

　令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようにな
ります（広域交付）。

戸籍証明書等を請求できる方

戸籍の証明書の請求が便利になります

�きょうだいの戸籍証明
書等は請求できません。

市ホームページ

・第３次潮来市地域福祉・第３期地域福祉活動計画
・第４次潮来市障害者計画・第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画　等

第３回地域福祉・障害者(児)計画策定
合同会議の様子（12月21日（木））

【地域福祉計画・障害者計画等】


